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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

系
統
信
用
事
業
を
支
え
る
基
本
的
使
命
と

国
内
有
数
の
機
関
投
資
家
と
し
て
、社
会

的
責
任
を
果
た
す
基
盤
で
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
強
化
に
努
め
ま
す
。

　

当
金
庫
は
、
農
林
水
産
業
者
の
協
同
組
織
の
全
国

金
融
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
内
外
で
の
巨
額
な

資
金
運
用
を
通
じ
て
金
融
･
資
本
市
場
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
機
関
投
資
家
と
し
て
の
側
面
を
あ
わ
せ

持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
当
金
庫
の
意
思
決

定
は
、
会
員
総
会
に
代
わ
っ
て
会
員
の
代
表
者
で
構

成
さ
れ
る
「
総
代
会
」の
決
定
事
項
を
遵
守
し
つ
つ
、

農
林
中
央
金
庫
法
に
定
め
ら
れ
た
「
経
営
管
理
委
員

会
」と
「
理
事
会
」が
協
同
組
織
の
内
外
の
諸
情
勢
を

踏
ま
え
、
分
担
･
連
携
す
る
体
制
と
し
て
い
ま
す
。

 農林中央金庫の経営体制

経営管理委員会

総代会に付議または報告する事項などのほか、農林水産業者の協同組織にかかる重要事項の決定などを行うとともに、理
事を会議に出席させ説明を求めたり、総代会に対して理事の解任を請求できるなど、理事の業務執行に対する監督権限を
有しています。委員は、現在19名であり、会員である協同組合などの役員、農林水産業者または金融に関して高い識見を
有する者のなかから、会員の代表などによる役員推薦委員会の推薦を受け、総代会において選任されます。
　なお、経営管理委員会のもとには、協同組織代表の委員と当金庫の理事である委員から構成される「JAバンク中央本
部委員会」および「JFマリンバンク中央本部委員会」が設置されています。これらは、農漁協系統協同組織が行う信用事
業の基本方針の審議のほか、中央本部名で行う会員に対する指導業務の対応協議などを行っています。

理事会

経営管理委員会の決定事項を除く業務執行の決定や、理事の職務の執行にかかる相互監督を行っています。理事は、経
営管理委員会で選任され、総代会での承認を経たうえで就任することとされ、現在13名の常勤理事が就任しています。
また、代表理事2名は経営管理委員としても選任されており、経営管理委員会と理事会の意思決定がそれぞれ相互に密
接な連携を保つように配慮しています。

監事・監事会

監事は、総代会で直接選任され、経営管理委員会および理事会の決定、理事の業務執行全般を監査しています。監事は、
現在5名（常勤監事3名、非常勤監事2名）です。また、監事によって組成された監事会が設けられています。監事のう
ち4名は農林中央金庫法第二十四条第2項に定める要件を満たす監事で、株式会社の社外監査役に相当するものです。

マネジメント体制

社
会
に
信
頼
さ
れ
る
金
融
機
関
で
あ
り
続
け
る

た
め
に
、
経
営
管
理
態
勢
の
強
化
に
不
断
の

取
組
み
を
続
け
ま
す
。

JAバンク中央本部委員会 JFマリンバンク中央本部委員会

会　員

総代会（総会）役員推薦委員会
（経営管理委員、理事、監事

の候補者推薦）

経営管理委員会 理 事 会

監事 ・ 監事会
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内
部
統
制
強
化
へ
の
取
組
み

経
営
管
理
態
勢
の
構
築
を
経
営
の
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、

内
部
統
制
強
化
に
向
け
た
不
断
の
取
組
み
を
続
け
ま
す
。

　

当
金
庫
は
、
農
林
水
産
業
者
の
協
同
組
織
を
基
盤
と
し
た
金
融
機
関
と
し
て
の
基

本
的
使
命
と
社
会
的
責
任
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
、
経
営
管
理
態
勢
の
構
築
を
経

営
の
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
企
業
倫
理
お
よ
び
法
令
な
ど
の
遵
守
、

適
切
な
リ
ス
ク
管
理
そ
の
他
業
務
執
行
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
P
D
C
A

（
P
：
方
針
策
定

 

D
：
態
勢
整
備

 

C
：
評
価

 

A
：
改
善
活
動
）サ
イ
ク
ル
の

構
築
と
そ
の
運
用
を
通
じ
て
内
部
統
制
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
に
内
部
統
制
に
関
す
る
基
本
方
針
を
制
定
し
て
い
ま
す
。

内
部
統
制
基
本
方
針
の
内
容

①  

役
職
員
の
職
務
の
執
行
が
法
令
お
よ
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制

② 

理
事
の
職
務
の
執
行
に
か
か
る
情
報
の
保
存
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
体
制

③ 

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

④ 

理
事
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

⑤ 

当
金
庫
お
よ
び
そ
の
子
法
人
等
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

⑥ 

内
部
監
査
体
制

⑦  

監
事
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
に
関
す
る
事
項
お
よ
び
当
該
職
員
の
理
事

か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

⑧  

理
事
お
よ
び
職
員
が
監
事
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
事
へ
の

報
告
に
関
す
る
体
制

⑨ 

そ
の
他
監
事
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

 内部統制強化への取組み

経
営
管
理
委
員
会

理　

事　

会
内　

部　

監　

査

監
事
・
監
事
会

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

法
令
等
改
正
・
外
部
検
査
等
へ
の

対
応

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

高
度
化
へ
の
対
応

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ
の
対
応

経営管理態勢の構築

自律的かつ不断の取組み

内部統制基本方針
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コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
整
備
と
実
効
性
向
上
を
、

重
要
な
経
営
課
題
と
し
て
不
断
の
取
組
み
を
続
け
ま
す
。

　

当
金
庫
は
、わ
が
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
中
核
を
担
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
機
関
と
し

て
、ま
た
系
統
信
用
事
業
の
全
国
金
融
機
関
と
し
て
、お
客
さ
ま
や
会
員
か
ら
の
信
頼

に
こ
た
え
る
た
め
に
、法
令
遵
守
等
社
会
的
規
範
に
則
っ
た
業
務
運
営
を
行
う
と
と
も

に
、デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（
情
報
公
開
）と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
説
明
責
任
）を

重
視
し
透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ
の
不

断
の
取
組
み
を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
当
金
庫
で
は
、「
倫
理
憲
章
」、「
金
庫
役
職
員
の
行
動
規
範
」に
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
基
本
方
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、「
金
庫
役
職
員
が
遵
守
す
べ
き
法
令

等
の
解
説
」と
あ
わ
せ
て「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」と
し
て
取
り
ま
と
め
て

全
役
職
員
に
周
知
の
う
え
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
イ
ン
ド
の
浸
透
と
業
務
へ
の
反

映
・
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、昨
今
の
顧
客
保
護
に
向
け
た
社
会
的
な
要
請
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、「
顧
客
保

護
等
管
理
方
針
」に
基
づ
き
、顧
客
に
対
す
る
説
明
、顧
客
か
ら
の
相
談
・
苦
情
等
へ
の

対
応
、顧
客
情
報
の
管
理
、顧
客
に
か
か
わ
り
外
部
へ
業
務
委
託
を
行
っ
て
い
る
場
合

の
委
託
先
管
理
に
つ
い
て
も
、十
分
な
信
頼
が
得
ら
れ
る
よ
う
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と

あ
わ
せ
て
態
勢
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

 コンプライアンス運営態勢図

マネジメント体制

理　事　会

コンプライアンス統括部

コンプライアンス委員会
委員長 ： 副理事長

連絡･相談業務主管部

事務局

報告

各部店
職員

コンプライアンス責任者 ・ 担当者

お客さま ・ 会員

業
務
監
査
部

監　
　

事

コンプライアンス ・
ホットライン

外
部
弁
護
士



32 農林中央金庫 CSR報告書 200832 農林中央金庫 CSR報告書 200832 農林中央金庫 CSR報告書 2008

リ
ス
ク
管
理

農
林
漁
業
系
統
の
協
同
組
合
の
全
国
金
融
機
関
と
し
て
、

収
益
や
機
能
面
で
の
還
元
と
盤
石
な
財
務
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
、

リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
高
度
化
に
努
め
ま
す
。

　

金
融
機
関
経
営
の
要
諦
は
、
経
営
環
境
の
変
化
お
よ
び
経
済
情
勢
や
金
融
市
場
の

変
動
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
と
向
き
合
い
、
収
益
の
確
保
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
最
適
化
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
確
実
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
財
務
の
健
全
化

を
通
じ
て
社
会
的
に
高
い
信
頼
性
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
当
金
庫
は
、
農
林
漁
業
系
統
の
中
央
機
関
と
し
て
、
収
益
や
機
能
面
で

の
還
元
と
盤
石
な
財
務
基
盤
の
構
築
を
使
命
と
し
、
こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
国

際
分
散
投
資
と
い
う
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
多
様
な
資
金
運
用
を
行
っ
て
お
り
、

リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
高
度
化
は
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
認
識
す
べ
き
リ
ス
ク
の
種
類
や
管
理
の
た
め
の
体
制
・
手
法
な
ど

リ
ス
ク
管
理
の
基
本
的
な
体
系
を
定
め
た「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
本
方
針
」を
制

定
し
、
業
務
を
運
営
す
る
な
か
で
直
面
す
る
リ
ス
ク
の
重
要
性
評
価
を
行
い
、
管
理

対
象
と
す
る
リ
ス
ク
を
特
定
し
た
う
え
で
、
各
リ
ス
ク
の
特
性
を
踏
ま
え
た
個
別
の

管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
計
量
化
手
法
を
用
い
て
総
体
的
に
把

握
し
、
経
営
体
力
と
比
較
し
て
管
理
す
る
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 リスク管理体制

経 営 会 議
［戦略 ・ 方針 ・ ルールの決定 ・ 協議］

理 事 会
経営目標（中期経営計画・業務計画 ・ ICAAP ・ 予算）

オペレーショナル ・
リスク管理協議会 系統金融会議

統合リスク
管理会議

クレジットコミッティー

市場ポートフォリオ
マネジメント会議

信用ポートフォリオ
マネジメント会議

予算統制
市場リスク管理

信用リスク管理

オペレーショナル・リスク管理

資産査定管理

流動性リスク管理

A L M

市場ポートフォリオマネジメント

信用ポートフォリオマネジメント

リスクマネジメント

財務マネジメント
（財務上の諸リスクの
コントロール）

リスク管理
（リスク管理制度の設計・リスク計測・検証）

自
己
資
本
管
理

企
画
管
理
部

企
画
管
理
部

統
合
的
リ
ス
ク
管
理

統
合
リ
ス
ク
管
理
部

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
詳
し
い
情
報
は
、2
0
0
8
年
版
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
誌
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.nochub

ank.or.jp
/d
isclosure/p

d
f/d
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